
岩手県教育委員会訓令第９号 

事務局  

学校以外の教育機関  

 岩手県教育委員会公文例式規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  平成 20 年５月 27 日 

                                           岩手県教育委員会 

委員長 箱 崎 安 弘  

   岩手県教育委員会公文例式規程の一部を改正する訓令 

 岩手県教育委員会公文例式規程（昭和 40 年岩手県教育委員会訓令第６号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（議案の形式） （議案の形式） 

第３条 議案の形式は、おおむね次のとおりとする。 第３条 議案の形式は、おおむね次のとおりとする。 

 (１)～(５) ［略］  (１)～(５) ［略］ 

 (６) 附属機関の委員の任命（解任）の場合  (６) 附属機関の委員の任命（解任）の場合 

  ［略］  ［略］   ［略］  ［略］ 

 １ 任命（何々年何月何日付）  １ 任命（何々年何月何日付） 

  住 所  ［略］   職名等  ［略］ 

   ［略］    ［略］ 

  ［略］   ［略］ 

 (７)～(18) ［略］  (７)～(18) ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この訓令は、平成 20 年５月 27 日から施行する。 
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